
当麻町未来へつなぐ宅地循環促進事業補助金　フローチャート

空き家を見つける

交渉・売買契約・支払い手続き・所有権移転登記 等

空き家の除却・新築施工業者を決める、契約

除却・新築の着工前に役場へ申請

【提出書類】

□補助金交付申請書（第１号様式）

□「当麻町産材活用促進事業補助金交付要綱」に定める申請に必要な書類

(1) 事業実施計画書

(2) 当麻町内で産地証明を発行できる企業の販売額内訳明細書（町産材販売数量内訳書含む）

(3) 建築確認通知書又は建築工事届の写し

(4) 付近見取図、平面図、立面図、各伏図等（町産材使用箇所を明らかにしたもの）

□当該土地及び空き家等の売買契約書の写し

□除却及び新築等工事請負契約書の写し

□当該空き家等の現況写真（補助対象工事前のもの）

□当該土地及び空き家等の譲渡者と申請者及び配偶者が直系２親等以内の親族でないことを

証明できるもの（申請者及び配偶者の戸籍謄本等）

□個人情報目的外利用に関する同意書（税関係）（第２号様式）

□申請者及び同一世帯に属する者全員の地方税等の納税状況が確認できる書類（納税証明書）

□補助金交付指令前着手届（第３号様式）

□誓約書（第４号様式）

当麻町にて内容審査【補助金交付決定通知】

工事着工（空き家の除却工事） （写真提出、現地確認）

工事着工（新築等工事）

町産材（構造材） 施工完了 （写真提出、現地確認）

町産材（内外装材） 施工完了 （写真提出、現地確認）

実績報告書の提出

【提出書類】

□「当麻町産材活用促進事業補助金交付要綱」を準用し、同要綱に定める実績報告に必要な書類

(1)町産材を購入した領収証の写し（町産材購入数量内訳書含む）

(2)町内で伐採された木材として確認できる書類（産地証明書）

(3)竣工図、

(4)町産材を使用している箇所が確認できる写真

□当該空き家等の除却工事に係る領収書の写し

□補助対象工事に係る写真（空き家等除却後のもの）

当麻町にて書類の内容審査・現地確認 【補助金額確定通知】

補助金の交付 指定金融機関口座へ振り込み

住宅完成

申請から補

助金の交付

までは同一

年度内に行

う必要があ

ります


